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 無料贈呈  させていただきます！！
経理ウーマンの仕事は本当に幅が広いもの。本来の仕事である
経理業務だけでなく、総務・人事・社会保険と種々様々です。
しかも、それらの事務は、ミスが出たとき「ゴメンナサイ」では

済まされません。

経理の仕事って幅広い!

しかし経理ほど面白い仕事はありません。仕事を通じて税金や
社会保険など、さまざまな専門知識を身につけることができます。

経理は会社のコントロールタワーなのです！

いろいろな知識が必
要とされる仕事。や

りがいのある仕事。

そんな経理のレベル
アップを目指すため

の専門誌が「月刊経
理ウーマン」です。

創刊から25年。全
国4万人の経理ご担

当者にご愛読いただ
いています。

あなたも「月刊経理
ウーマン」の仲間に

なりませんか？

経理のレベルアップを
図りませんか？

でも経理って面白い!

■３月号のその他の掲載記事■

◎「外貨建取引」を行なったときの会計処理の基本知識
◎「高年齢者雇用安定法」の内容と労務対策のポイント
◎「源泉所得税」―ビギナー経理にありがちな疑問Ｑ＆Ａ
◎「法定福利費」の会計処理＆税務がわかるセミナー
◎いろいろあります「ＵＳＢ接続の便利アイテム」厳選１1
◎有名人が語る「わたしの金銭哲学」(小島よしおさん)

梅のつぼみがほころぶ季節となり、春の訪れが待ち遠しい毎日ですね。皆さん、こんにちは。「月刊
経理ウーマン」編集部の横田麻美です。皆さん毎日経理のお仕事で忙しくされていることと思いま
す。実は私の母も中小企業で経理の仕事をしていたので、その忙しさはよく分かります。経理事務
はもちろんのこと、社会保険の手続きから給与計算まで、中小企業の経理担当者は大変ですよね。
そんな皆さんに絶対オススメの雑誌が、「月刊経理ウーマン」です。税務・社会保険の法定事務は
もちろん、経理担当者が知っておきたい実務知識をどこよりも分かりやすく解説しています。さらに
有名人の「金銭哲学」や映画情報、オススメ本など、楽しく読める記事も満載！この機会にぜひ読
んでみてくださいね！！

■特集■
社長が税金に無頓着 相談する人がいない ミスに気付きにくい……

いろいろあります
｢ひとり経理｣の
お悩み相談室
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「月刊経理ウーマン」２０２１年３月号には
こんな記事が掲載されています！

社長が税金に無頓着 相談する人がいない ミスに気付きにくい……特 集

言うまでもなく、経理担当者の本業は経理です。簿記や仕訳のスキルを上げるのはもちろんのこと、消費税や源泉所得税
など税法の改正をキャッチアップするだけでも大変です。もともとは経理で採用されているのだから、経理の仕事に専念
したい！ そんな気持ちになるのも当然でしょう。しかし、中小企業の経理担当者は、総務・人事・労務・庶務の仕事まで任
されています。しかし、ほとんどの場合、経理以外の専門知識は持っていないのですから、
「あれもこれも任せた！」と言われても、気づかないうちに、とんでもないミスを犯している
可能性があります。また、経理の仕事にはたいていの場合、締め切りがあるので、社長から
頼まれた急ぎの雑用をこなした後、ひとり会社に残って本来の経理業務を終わらせる…とい
う状況が、日本中の小さな会社で勃発しているのではないでしょうか。
本特集では、ひとりで何から何まで引き受けるのは仕方ない、でも業務を効率化して残業を
減らしたい、相談できる相手がいないので不安でたまらない、というひとり経理ウーマンの
ために、業務を効率化してミスを減らす方法とあわせて、具体的な悩みに専門家がアドバイ
スします！

いろいろあります「ひとり経理」のお悩み相談室

皆さん、こんにちは。編集長の天野恵実子です。今回のＤＭをご覧いただいてありがとう
ございます。本誌「月刊経理ウーマン」の創刊は今から25年前の1996年4月のことで
す。当時私は別な出版社で経理税務の雑誌を編集していたのですが、「経理や税金の記
事は難しいなあ…」「もう少しビギナー経理でも理解できるようにやさしく解説できない
のかなあ…」と常々疑問に思っていました。そこで税務や社会保険についてビギナーの
経理総務担当の方でも理解できるよう、できるだけ分かりやすく解説することをコンセ
プトに創刊されたのが「月刊経理ウーマン」なのです。創刊当時は、難しい専門的な知識
を分かりやすく執筆いただける税理士・社会保険労務士・弁護士の先生方を必死に探し
たものです。そして創刊からあっという間に25年が過ぎましたが、おかげさまで現在、
全国４万人の経理総務ご担当者にご愛読をいただいています。
さて、その「月刊経理ウーマン」２０２１年３月号の特集企画では、『いろいろあります「ひとり経理」のお悩み相談室』を掲載して
います。経理部・総務部・人事部などのセクションに分かれて、多くのスタッフを抱えている大企業と異なり、中小企業では経理
担当者がひとりしかいないというケースも珍しくありません。
そうした会社では、経理担当とは言っても、総務・労務・庶務の仕事も担当している場合がほとんどです。
たとえば、見積書や請求書の発行から未収金の管理、給料計算や年末調整、社会保険の算定手続きから労働保険の申告、採用
の手続き、在庫管理や文房具など備品の発注、あるいは電話対応や宅配便の受け取り、時には社長のスケジュール管理から出
張の手配、応接室の清掃や来客対応まで、孤軍奮闘している「ひとり経理」の方も多いことでしょう。
「いくら時間があっても足りない」「社内に相談できる人がいない」。そんな悩みが聞こえてきそうです。そこで「月刊経理ウーマ
ン」２０２１年３月号の特集企画では、そんな中小企業の「ひとり経理」の皆さんの悩みに専門家がズバリアドバイスしました
（詳しい内容は下段をご参照ください）。
「ひとり経理」は会社にとってかけがえのない存在です。悩みを解消して前向きに仕事に取り組みましょう！

税理士　原 尚美
①

　
昨
年
の
決
算
書
の
コ
ピ
ー

②

　
現
金
の
チ
ェ
ッ
ク

③

　
銀
行
に
残
高
証
明
書
を
取
り
に
行
く

④

　
受
取
手
形
の
チ
ェ
ッ
ク

⑤

　
支
払
手
形
の
チ
ェ
ッ
ク
…
…（
以
下
、細

分
化
し
た
業
務
が
続
く
）

　細
分
化
す
る
こ
と
で
、「
去
年
の
決
算
書
の

コ
ピ
ー
ぐ
ら
い
は
し
て
お
く
か
」
と
コ
ピ
ー

を
取
り
、
手
が
空
い
て
い
る
Ａ
君
と
Ｂ
さ
ん

に
現
金
の
チ
ェ
ッ
ク
を
任
せ
ま
す
。
Ｃ
さ
ん

が
銀
行
に
行
く
と
言
っ
て
い
た
の
で
、
つ
い

で
に
残
高
証
明
書
も
取
っ
て
き
て
も
ら
う

…
…
と
い
っ
た
形
で
、
や
っ
か
い
な
決
算
と

い
う
仕
事
を
一
歩
一
歩
、
前
に
進
め
て
い
く

の
で
す
。

を
気
の
向
く
ま
ま
に
行
な
う
と
、
残
る
の
は
、

「
嫌
い
な
仕
事
」「
大
変
な
仕
事
」「
面
倒
な
仕

事
」
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

　し
か
も
午
後
、
集
中
力
も
切
れ
て
く
る
頃

に
、
こ
れ
ら
の
仕
事
を
行
な
う
の
は
余
計
に

辛
く
感
じ
ま
す
。
集
中
力
が
み
な
ぎ
っ
て
い

る
午
前
の
時
間
帯
に
、「
好
楽
円
な
仕
事
」
を

し
て
、
集
中
力
が
切
れ
て
き
た
時
間
帯
に
難

易
度
の
高
い
仕
事
を
行
な
う
な
ん
て
非
効
率

だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

　「
力
の
入
れ
ど
こ

ろ
」
を
間
違
え
て
い
る
典
型
で
す
。

　た
だ
、
わ
か
っ
て
い
て
も
難
易
度
の
高
い

仕
事
は
気
が
乗
ら
な
い
の
も
事
実
で
す
。
だ

か
ら
つ
い
、
楽
な
ほ
う
に
逃
げ
て
し
ま
い
ま

す
。
よ
ほ
ど
意
識
を
し
て
い
な
い
と
、
そ
う

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　そ
こ
で
、
先
延
ば
し
し
た
く
な
る
難
易
度

仕
事
を
細
分
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

簡
単
に
片
づ
く

　あ
な
た
は
、
ど
ん
な
仕
事
だ
っ
た
ら
進
ん

で
や
る
気
に
な
り
ま
す
か
？

　「
好
き
な
仕

事
」
だ
っ
た
ら
、
や
れ
と
言
わ
れ
な
く
て
も

や
り
そ
う
で
す
よ
ね
。「
楽
な
仕
事
」「
円
滑

に
進
む
仕
事
」
も
、
負
担
が
な
い
の
で
進
ん

で
や
る
気
に
な
り
そ
う
で
す
。

　私
の
セ
ミ
ナ
ー
講
師
の
師
匠
の
１
人
で
あ

る
箱
田
忠
昭
先
生
は
、こ
れ
ら
の
仕
事
を「
好

楽
円
な
仕
事
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、

同
時
に
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。「
好
楽
円
な
仕

事
に
は
、要
注
意
！
」。
な
ぜ
な
ら
「
好
き
な

仕
事
」「
楽
な
仕
事
」「
円
滑
に
進
む
仕
事
」

いろいろあります「ひとり経理」のお悩み相談室

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す

「
ひ
と
り
経
理
」の

お
悩
み
相
談
室

経
理
部
と
し
て
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
を
抱
え
て
い
る
大
企
業
と

異
な
り
、
中
小
企
業
で
は
経
理
担
当
者
か
一
人
し
か
い
な
い

と
い
う
ケ
ー
ス
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
経
理
・
総
務
・
労

務
…
と
多
く
の
仕
事
を
抱
え
、
し
か
も
社
内
に
相
談
で
き
る

人
も
い
な
い
。
そ
ん
な
な
か
で
孤
軍
奮
闘
し
て
い
る
「
ひ
と

り
経
理
」
の
方
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
ん

な
「
ひ
と
り
経
理
」
の
皆
さ
ん
の
悩
み
に
専
門
家
が
ズ
バ
リ

ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。「
ひ
と
り
経
理
」は
会
社
に
と
っ
て
か

け
が
え
の
な
い
存
在
で
す
。
悩
み
を
解
消
し
て
前
向
き
に
仕

事
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
！

特集特     集社長が税金に無
頓着 

相談する人がいない特     集特     集ミスに気付きにくい……
ミ
ス
を
減
ら
し
効
率
を
上
げ
る
た
め
の

「
ひ
と
り
経
理
」
の
仕
事
術

解説

？

？

子供が急に熱をだしてもなかなか休みが取れません。日ごろ、どんな準備が必要ですか？
社長に決算書を粉飾するように言われました。経理担当として納得がいかないのですが…。
社長から一般社員まで、皆さん経費精算にルーズで困っているのですが…。
実務レベルの疑問が出てきても、社内に相談できる人がいません。どうしたものでしょうか？
自分の仕事をチェックしてくれる人が社内にいないので、とても不安です。
経理に集中したいのに、電話だ来客だと気が散って仕方ありません。なにかいい方法はない？
経理から社会保険や総務的な仕事まで広く浅く仕事をしているのですが、現在の知識では「経理スキルがある」
と自信を持って言えません…。

お悩み１
お悩み2
お悩み3
お悩み4
お悩み5
お悩み6
お悩み7

本特集で取り上げている「ひとり経理」のお悩み



❶ 

「
月
刊
経
理
ウ
ー
マ
ン
」２
０
２
１
年
３
月
号
の
内
容
紹
介
で
す
！

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
は
、
少
子
高
齢
化
が

進
む
な
か
で
高
齢
者
が
働
き
続
け
ら
れ
る
環

境
整
備
を
目
的
と
し
た
法
律
で
す
。
具
体
的

に
は
、
60
歳
未
満
定
年
の
禁
止
や
65
歳
ま
で

の
雇
用
確
保
等
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
法
律

に
違
反
す
る
と
勧
告
の
対
象
と
な
っ
た
り
、

企
業
名
が
公
表
さ
れ
る
と
い
っ
た
ペ
ナ
ル

テ
ィ
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
令
和
３
年
４

月
か
ら
の
改
正
内
容
と
あ
わ
せ
て
、「
高
年
齢

者
雇
用
安
定
法
」
へ
の
労
務
対
策
の
ポ
イ
ン

ト
を
分
か
り
や
す
く
解
説
し
ま
す
。

Ｑ
　そ
も
そ
も
「
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
」

と
は
ど
ん
な
法
律
な
の
で
す
か
？

　高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
で
は
、
６
０
歳
を

下
回
る
定
年
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
事
業
主

は
定
年
を
定
め
る
場
合
に
は
６
０
歳
以
上
で

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　ま
た
、「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」
と

い
っ
て
、
６
５
歳
未
満
の
定
年
を
定
め
て
い

歳
以
上
の
場
合
は
、
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措

置
の
導
入
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
で
は
、
６
０
歳
を

下
回
る
定
年
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
事
業
主

は
定
年
を
定
め
る
場
合
に
は
６
０
歳
以
上
で

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　ま
た
、「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」
と

い
っ
て
、
６
５
歳
未
満
の
定
年
を
定
め
て
い

る
場
合
、
事
業
主
は
定
年
の
年
齢
か
ら
６
５

歳
ま
で
の
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
の
次
の
い

ず
れ
か
の
措
置
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

は
「
定
年
制
の
廃
止
」、「
６
５
歳
ま
で
の
継

続
雇
用
制
度
を
導
入
す
る
」、「
６
５
歳
ま
で

定
年
年
齢
を
引
き
上
げ
」
の
い
ず
れ
か
の
導

入
が
必
要
で
す
。

　継
続
雇
用
制
度
は
、
現
在
雇
用
し
て
い
る

対
象
者
の
希
望
に
よ
っ
て
、
定
年
後
も
引
き

続
き
雇
用
す
る
制
度
で
す
。「
再
雇
用
制
度
」

「
勤
務
延
長
制
度
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
場
合
は
原
則
「
定
年
後
も
引
き
続

き
働
き
た
い
」
と
希
望
す
る
希
望
者
全
員
を

対
象
と
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

る
場
合
、
事
業
主
は
定
年
の
年
齢
か
ら
６
５

歳
ま
で
の
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
の
次
の
い

ず
れ
か
の
措
置
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

は
「
定
年
制
の
廃
止
」、「
６
５
歳
ま
で
の
継

続
雇
用
制
度
を
導
入
す
る
」、「
６
５
歳
ま
で

定
年
年
齢
を
引
き
上
げ
」
の
い
ず
れ
か
の
導

入
が
必
要
で
す
。

　継
続
雇
用
制
度
は
、
現
在
雇
用
し
て
い
る

対
象
者
の
希
望
に
よ
っ
て
、
定
年
後
も
引
き

続
き
雇
用
す
る
制
度
で
す
。「
再
雇
用
制
度
」

「
勤
務
延
長
制
度
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
場
合
は
原
則
「
定
年
後
も
引
き
続

き
働
き
た
い
」
と
希
望
す
る
希
望
者
全
員
を

対
象
と
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　就
業
規
則
に
定
め
れ
て
い
る
定
年
が
６
５

歳
以
上
の
場
合
は
、
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措

置
の
導
入
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
　「高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
」に
は
ど
ん
な

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

「高年齢者雇用安定法」

改正法は令和３年４月から適用に
会社としての対応を検討しておこう

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
で
は
、
６
０
歳
を
下

回
る
定
年
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
事
業
主
は

定
年
を
定
め
る
場
合
に
は
６
０
歳
以
上
で
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　ま
た
、「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」
と

い
っ
て
、
６
５
歳
未
満
の
定
年
を
定
め
て
い

る
場
合
、
事
業
主
は
定
年
の
年
齢
か
ら
６
５

歳
ま
で
の
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
の
次
の
い

ず
れ
か
の
措
置
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

は
「
定
年
制
の
廃
止
」、「
６
５
歳
ま
で
の
継

続
雇
用
制
度
を
導
入
す
る
」、「
６
５
歳
ま
で

定
年
年
齢
を
引
き
上
げ
」
の
い
ず
れ
か
の
導

入
が
必
要
で
す
。

　継
続
雇
用
制
度
は
、
現
在
雇
用
し
て
い
る

対
象
者
の
希
望
に
よ
っ
て
、
定
年
後
も
引
き

続
き
雇
用
す
る
制
度
で
す
。「
再
雇
用
制
度
」

「
勤
務
延
長
制
度
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
場
合
は
原
則
と
し
て
「
定
年
後
も

引
き
続
き
働
き
た
い
」
と
希
望
す
る
希
望
者

全
員
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま

す
。　就

業
規
則
に
定
め
れ
て
い
る
定
年
が
６
５

の内容と労務対策の
ポイントが分かる

社会保険労務士
中川やすこ

Ｑ＆Ａ

〈 〈

Ａ

書
を
提
出
し
て
い
な
い
場
合
は
乙
欄
の
金
額

と
な
り
ま
す
。

源
泉
所
得
税
は
所
得
税
の
一
種
で
、
税
金
の

納
め
方
が
違
う
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う

か
。
源
泉
徴
収
税
と
な
る
の
は
、
利
子
、
配

当
、
給
与
、
退
職
手
当
、
公
的
年
金
、
報
酬

な
ど
。
そ
れ
ぞ
れ
、
源
泉
徴
収
す
る
税
額
の

決
め
方
が
細
か
く
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
中
で
、
給
与
、
退
職
手
当
、
報
酬
の

源
泉
徴
収
所
得
税
が
ど
の
よ
う
に
決
ま
る
か

を
簡
単
に
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
税
額
表
は
、
毎
月
支
払
わ
れ
る
給
料
か
ら

控
除
さ
れ
る
源
泉
所
得
税
を
決
め
る
た
め
の

も
の
で
す
。
そ
の
月
の
給
与
（
社
会
保
険
料

等
を
控
除
し
た
後
の
も
の
）
と
、
扶
養
親
族

の
人
数
で
税
額
が
自
動
的
に
決
ま
り
ま
す

（
甲
欄
よ
り
）。
こ
の
扶
養
人
数
の
数
は
、
年

末
調
整
な
ど
で
会
社
に
提
出
し
た
「
扶
養
控

除
等
申
告
書
」
か
ら
決
め
ら
れ
ま
す
。
申
告

書
を
提
出
し
て
い
な
い
場
合
は
乙
欄
の
金
額

と
な
り
ま
す
。

の
納
め
方
が
違
う
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
か
。
源
泉
徴
収
税
と
な
る
の
は
、利
子
、配

当
、
給
与
、
退
職
手
当
、
公
的
年
金
、
報
酬

な
ど
。
そ
れ
ぞ
れ
、
源
泉
徴
収
す
る
税
額
の

決
め
方
が
細
か
く
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
中
で
、
給
与
、
退
職
手
当
、
報
酬
の

源
泉
徴
収
所
得
税
が
ど
の
よ
う
に
決
ま
る
か

を
簡
単
に
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
税
額
表
は
、
毎
月
支
払
わ
れ
る
給
料
か
ら

控
除
さ
れ
る
源
泉
所
得
税
を
決
め
る
た
め
の

も
の
で
す
。
そ
の
月
の
給
与
（
社
会
保
険
料

等
を
控
除
し
た
後
の
も
の
）
と
、
扶
養
親
族

の
人
数
で
税
額
が
自
動
的
に
決
ま
り
ま
す

（
甲
欄
よ
り
）。
こ
の
扶
養
人
数
の
数
は
、
年

末
調
整
な
ど
で
会
社
に
提
出
し
た
「
扶
養
控

除
等
申
告
書
」
か
ら
決
め
ら
れ
ま
す
。
申
告

書
を
提
出
し
て
い
な
い
場
合
は
乙
欄
の
金
額

と
な
り
ま
す
。

同
様
に
ボ
ー
ナ
ス
（
賞
与
）
分
も
税
額
表

が
あ
り
、
同
様
に
源
泉
所
得
税
が
決
め
ら
れ
、

ボ
ー
ナ
ス
（
賞
与
）
か
ら
控
除
さ
れ
て
納
税

し
て
い
ま
す
。

経
理
担
当
者
に
と
っ
て
お
な
じ
み
の
「
源
泉

所
得
税
」。社
員
へ
の
給
与
や
賞
与
の
源
泉
徴

収
に
つ
い
て
は
理
解
し
て
い
て
も
、
そ
の
他

の
報
酬
等
の
源
泉
徴
収
に
つ
い
て
は
疑
問
に

感
じ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？

　た
と
え
ば
支
払
先
が
個
人
か
法
人
か

不
明
の
と
き
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ

う
か
？

　こ
こ
で
は
ビ
ギ
ナ
ー
経
理
に
あ
り
が
ち
な

源
泉
徴
収
事
務
の
疑
問
に
Ｑ
＆
Ａ
で
お
答
え

し
ま
す
。

こ
れ
を
「
申
告
納
税
制
度
」
と
い
い
ま
す
。

　
た
だ
、
特
定
の
所
得
に
対
し
て
、
所
得
が

支
払
わ
れ
る
時
に
、
所
得
を
支
払
う
側
が
所

定
の
方
法
で
所
得
税
額
を
計
算
し
、
支
払
額

か
ら
所
得
税
額
を
差
し
引
き
国
に
納
付
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
源
泉
徴

収
制
度
」
と
い
い
ま
す
。
例
え
ば
、
給
料
の

場
合
は
給
料
を
支
払
う
会
社
が
従
業
員
の
代

わ
り
に
税
金
を
納
め
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ

ら
の
税
金
を
「
源
泉
所
得
税
」
と
い
い
ま
す
。

　
源
泉
所
得
税
は
所
得
税
の
一
種
で
、
税
金

　
源
泉
所
得
税
は
所
得
税
の
一
種
で
、
税
金

の
納
め
方
が
違
う
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
か
。
源
泉
徴
収
税
と
な
る
の
は
、利
子
、配

当
、
給
与
、
退
職
手
当
、
公
的
年
金
、
報
酬

な
ど
。
そ
れ
ぞ
れ
、
源
泉
徴
収
す
る
税
額
の

決
め
方
が
細
か
く
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
中
で
、
給
与
、
退
職
手
当
、
報
酬
の

源
泉
徴
収
所
得
税
が
ど
の
よ
う
に
決
ま
る
か

を
簡
単
に
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
税
額
表
は
、
毎
月
支
払
わ
れ
る
給
料
か
ら

控
除
さ
れ
る
源
泉
所
得
税
を
決
め
る
た
め
の

も
の
で
す
。
そ
の
月
の
給
与
（
社
会
保
険
料

等
を
控
除
し
た
後
の
も
の
）
と
、
扶
養
親
族

の
人
数
で
税
額
が
自
動
的
に
決
ま
り
ま
す

（
甲
欄
よ
り
）。
こ
の
扶
養
人
数
の
数
は
、
年

末
調
整
な
ど
で
会
社
に
提
出
し
た
「
扶
養
控

除
等
申
告
書
」
か
ら
決
め
ら
れ
ま
す
。
申
告

　
源
泉
所
得
税
は
支
払
う
側
が
差
し
引
い
て

納
税
す
る
仕
組
み
で
す
。
個
人
の
所
得
に
対

し
て
国
に
納
め
る
の
が
所
得
税
。
こ
の
所
得

税
は
、
原
則
と
し
て
所
得
を
得
た
本
人
が
そ

の
年
の
所
得
金
額
と
そ
の
税
額
を
計
算
し
て
、

申
告
し
て
納
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

税
理
士

　
脇
田
弥
輝

源
泉
徴
収
所
得
税
が
ど
の
よ
う
に
決
ま
る
か

　
税
額
表
は
、
毎
月
支
払
わ
れ
る
給
料
か
ら

控
除
さ
れ
る
源
泉
所
得
税
を
決
め
る
た
め
の

も
の
で
す
。
そ
の
月
の
給
与
（
社
会
保
険
料

「
源
泉
所
得
税
」

ー
ビ
ギ
ナ
ー
経
理
に
あ
り
が
ち
な

　
疑
問
に
答
え
る
Ｑ
＆
Ａ

源
泉
徴
収
が
必
要
な
報
酬
・
料
金
か
ら
１
円
未
満
の
端
数
処
理
ま
で

Ｑ

　そ
も
そ
も
「
源
泉
所
得
税
」
と

「
所
得
税
」
は
ど
う
違
う
の
で
す
か
？

Ｑ

　源
泉
徴
収
が
必
要
な
報
酬
・
料
金

等
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
＆
Ａ

２０２１年3月号のオススメ記事 ❶

２０２１年3月号のオススメ記事 ❷

高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が進むなかで高齢者が働き続けられる環境整備を目的とし
た法律です。具体的には、60歳未満定年の禁止や65歳までの雇用確保等が定められており、
法律に違反すると勧告の対象となったり、企業名が公表されるといったペナルティがあります。
ここでは令和３年４月からの改正内容とあわせて、「高年齢者雇用安定法」への労務対策のポイ
ントを分かりやすく解説します。

改正法は令和３年４月から適用に　会社としての対応を検討しておこう
「高年齢者雇用安定法」の内容と労務対策のポイント

◎この記事で理解できること…そもそも「高年齢者雇用安定法」とはどんな法律か／具体的に「高年齢者
雇用安定法」にはどんなことが定められているのか／法律に違反したときのペナルティとは／令和３年４月
に施行される改正法の内容とは／「高年齢者雇用安定法」に対応するために会社としてやるべきこと／中
小企業の労務担当者の心得　ほか

経理担当者にとっておなじみの「源泉所得税」。社員への給与や賞与の源泉徴収については理
解していても、その他の報酬等の源泉徴収については疑問に感じることもあるのではないで
しょうか？　たとえば支払先が個人か法人か不明のときはどうすればいいのでしょうか？　ここ
ではビギナー経理にありがちな源泉徴収事務の疑問にＱ＆Ａでお答えします。

源泉徴収が必要な報酬・料金から１円未満の端数処理まで
「源泉所得税」―ビギナー経理にありがちな疑問に答えるＱ＆Ａ

◎この記事で理解できること…源泉徴収が必要な報酬・料金等にはどんなものがあるか／源泉所得税
の納付の仕組み／支払先が個人か法人か不明のときの処理／金銭ではなく物品で支払う場合の源泉徴
収／報酬・料金等に消費税等が含まれている場合の源泉徴収／源泉所得税を間違えて納付してしまっ
た場合の処理／源泉所得税に関連して税務調査でチェックされる点とは　ほか

海
外
の
取
引
先
に
対
し
て
自
社
の
商
品
を
販

売
し
た
り
、
逆
に
海
外
の
取
引
先
か
ら
商
品

を
仕
入
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た

ケ
ー
ス
で
は
売
買
代
金
が
米
ド
ル
な
ど
の
外

国
通
貨
で
表
示
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
す

（
外
貨
建
取
引
）。
た
だ
そ
の
場
合
で
も
、
会

計
処
理
に
際
し
て
は
外
貨
を
円
に
換
算
し
て

行
な
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
で
は
外
貨
建
取

引
に
つ
い
て
円
換
算
す
る
場
合
の
為
替
レ
ー

ト
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　ま
た
為

替
に
関
連
し
て
よ
く
耳
に
す
る
Ｔ
Ｔ
Ｓ
、
Ｔ

Ｔ
Ｂ
、
Ｔ
Ｔ
Ｍ
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
で

し
ょ
う
か
？

　外
貨
建
取
引
の
初
心
者
の
た

め
に
そ
の
会
計
処
理
の
基
本
知
識
を
レ
ク

チ
ャ
ー
し
ま
す
。

外
貨
を
円
に
換
算
す
る

　輸
出
や
輸
入
な
ど
外
貨
建
て
で
取
引
を
行

う
と
き
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
場

表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

場
合
、
ど
れ
を
使
え
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
？

　例
え
ば
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｇ
銀
行
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
はTTS

とTTB

の
二
つ
が
表

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｇ
銀
行
の
よ

う
にTTS

とTTB

し
か
表
示
さ
れ
て
い
な

い
と
き
は
、
そ
の
平
均
がTTM

と
な
り
ま

す
。　こ

の
よ
う
に
外
貨
建
取
引
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
、
取
引
の
都
度
、
そ
の
と
き
の

為
替
レ
ー
ト
で
円
換
算
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

簡
便
的
な
方
法
も
あ
る

　し
か
し
、
外
貨
建
取
引
が
多
い
場
合
、
毎

日
変
わ
る
為
替
レ
ー
ト
を
調
べ
て
換
算
し
て

と
い
う
の
は
大
き
な
事
務
負
担
と
な
り
大
変

で
す
よ
ね
。
そ
の
た
め
、
次
の
よ
う
な
方
法

で
簡
便
的
に
会
計
処
理
を
す
る
こ
と
も
認
め

合
で
も
、
会
社
の
帳
簿
は
円
で
作
成
し
ま
す

の
で
、
外
貨
を
円
に
換
算
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
換
算
の
方
法
に
も
ル
ー
ル
が

あ
る
の
で
す
。
今
回
は
外
貨
建
取
引
を
行
っ

た
と
き
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

　輸
出
や
輸
入
な
ど
外
貨
建
て
で
取
引
を
行

う
と
き
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
場

合
で
も
、
会
社
の
帳
簿
は
円
で
作
成
し
ま
す

の
で
、
外
貨
を
円
に
換
算
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
換
算
の
方
法
に
も
ル
ー
ル
が

あ
る
の
で
す
。
今
回
は
外
貨
建
取
引
を
行
っ

た
と
き
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
、
税
理
士
が

ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
ま
す
。

　海
外
の
取
引
先
に
対
し
て
、
商
品
を
販
売

し
そ
の
代
金
を
外
貨
で
受
け
取
っ
た
り
、
逆

に
外
貨
建
て
で
仕
入
を
し
た
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
決
算

書
や
申
告
書
は
円
貨
で
作
成
し
ま
す
か
ら
、

円
貨
に
換
算
し
て
会
計
処
理
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　こ
の
よ
う
に
外
貨
建
取
引
を
行
っ
た
と
き

は
、
原
則
と
し
て
、
外
貨
建
取
引
を
行
っ
た 「外貨建取引」

と
き
の
為
替
レ
ー
ト
を
使
っ
て
円
換
算
し
た

金
額
で
会
計
処
理
を
し
ま
す
。

　外
貨
建
売
上
を
計
上
す
る
と
き
の
仕
訳
は

次
の
通
り
で
す
。

100

ド
ル
の
売
上
を
計
上
す
る
と
き
（
当
日

の
為
替
レ
ー
ト
：
1
ド
ル
＝110

円
）
の
仕

訳
は
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

（
借
）
売
掛
金

　

110,000 （
貸
）
売
上
高

　

110,000 

　で
は
、
外
貨
建
取
引
を
行
っ
た
と
き
の
為

替
レ
ー
ト
は
ど
れ
を
使
え
ば
よ
い
の
で
し
ょ

う
か
？

　外
貨
建
取
引
を
行
っ
た
場
合
、
為
替
レ
ー

ト
が
わ
か
ら
な
い
と
会
計
処
理
が
で
き
な
い

こ
と
と
な
り
ま
す
。こ
の
為
替
レ
ー
ト
は
、銀

行
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
も
調
べ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
、
毎
日
メ
モ
し
て
お
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　銀
行
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
為
替
レ
ー
ト
を
調

べ
る
と
、
同
じ
通
貨
で
も
複
数
の
レ
ー
ト
が

―会計処理の
　基本知識が
　身に付く講座
公認会計士・税理士　大西康記

円換算の為替レー
トは

どうする？

「外貨建取引」

円換算の為替レー
トは 決算期末の外貨建売掛金・買掛金の計上方法は？

２０２１年3月号のオススメ記事 ❹

海外の取引先に対して自社の商品を販売したり、逆に海外の取引先から商品を仕入れることが
あります。こうしたケースでは売買代金が米ドルなどの外国通貨で表示されるのが一般的です
（外貨建取引）。ただその場合でも、会計処理に際しては外貨を円に換算して行なう必要があり
ます。では外貨建取引について円換算する場合の為替レートはどうなるのでしょうか？　また、
為替に関連してよく耳にするＴＴＳ、ＴＴＢ、ＴＴＭとはどういう意味なのでしょうか？　外貨建取引
の初心者のためにその会計処理の基本知識をレクチャーします。

円換算の為替レートはどうする？　決算期末の外貨建売掛金・買掛金の計上方法は？ 
「外貨建取引」を行なったときの会計処理の基本知識

◎この記事で理解できること…そもそも「外貨建取引」とはどういうものか／外貨建売上を計上するときの
仕訳について／円換算するときの為替レートはどれを使うか／簡便的に会計処理する方法／売掛金・買掛
金で為替レートが変動した場合の会計処理／決算期末に残った外貨建売掛金・買掛金の会計処理　ほか

法
定
福
利
費
は
従
業
員
の
福
利
厚
生
の
た
め

に
法
律
で
定
め
ら
れ
た
額
を
支
出
す
る
費
用

の
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
社
会
保
険(

健

康
保
険
と
厚
生
年
金
保
険)

や
労
働
保
険

(

雇
用
保
険
や
労
災
保
険)

な
ど
が
含
ま
れ

ま
す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
「
健
康
保
険
料
」

「
厚
生
年
金
保
険
料
」等
は
会
社
と
従
業
員
の

双
方
で
折
半
し
、
負
担
し
ま
す
が
、
従
業
員

の
給
与
か
ら
社
会
保
険
料
を
控
除
し
た
と
き
、

会
社
負
担
分
と
合
わ
せ
て
納
付
し
た
と
き
等

の
仕
訳
は
ど
う
す
る
の
が
正
し
い
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
社
会
保
険
料
の
会
社
負
担
分
が

損
金
に
な
ら
な
い
ケ
ー
ス
は
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
こ
で
は
法
定
福
利
費
の
会
計
処
理

と
税
務
に
つ
い
て
お
さ
ら
い
し
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
法
定
福
利
費
と
は

　
法
定
福
利
費
と
は
企
業
が
負
担
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
福
利
厚
生
の
費
用
の
こ
と
。

幅
広
い
範
囲
の
福
利
厚
生
が
該
当
し
ま
す
。

　
ゆ
え
に
一
般
的
な
福
利
厚
生
費
は
、「
法
定

外
福
利
費
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
す
。
た
だ
し
、

実
際
に
非
課
税
と
し
て
計
上
で
き
る
か
ど
う

か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
を
満
た
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
法
定
福
利
費
の
６
種
類
と
は

　
健
康
保
険
は
、
従
業
員
と
そ
の
家
族
が
ケ

ガ
や
病
気
、
出
産
、
死
亡
な
ど
を
生
じ
た
際

に
、
医
療
費
や
そ
の
一
部
を
必
要
に
応
じ
て

支
給
す
る
保
険
で
す
。

　
給
与
明
細
に
書
か
れ
て
い
る
「
健
康
保
険

料
」
の
支
払
い
先
は
、
加
入
す
る
「
健
保
組

合
」
な
ど
医
療
保
険
者
で
す
。
厚
生
年
金
保

険
は
、
受
給
時
に
国
民
年
金
の
額
に
上
乗
せ

し
て
給
付
さ
れ
る
年
金
。
受
給
対
象
者
は
主

に
会
社
員
で
す
。

そ
し
て
、
企
業
は
法
定
福
利
費
を
支
払
う
こ

と
が
、
法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
あ
る
一
定
以
上
の
規
模
の
企
業
に
は
、
法

定
福
利
費
を
支
払
う
義
務
あ
る
の
で
す
。
具

体
的
に
は
、
下
記
が
法
定
福
利
費
に
あ
た
り

ま
す
。

・
健
康
保
険

・
厚
生
年
金
保
険

・
介
護
保
険

・
雇
用
保
険

・
労
働
者
災
害
補
償
保
険

・
そ
の
他

　
法
定
福
利
費
は
必
要
経
費
だ

　
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
後
述
し
ま

す
。
法
定
福
利
費
は
会
社
に
と
っ
て
、
従
業

員
の
健
康
で
安
心
し
た
生
活
を
守
る
た
め
の

必
要
経
費
と
も
い
え
る
の
で
す
。 「法定福利費」

　
法
定
福
利
費
と
一
般
的
な
福
利
厚
生
費

（
法
定
外
福
利
費
）の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。「
法
定
福
利
費
」
と
「
福
利
厚

生
費
」
は
、
意
味
も
違
え
ば
費
用
の
計
上
方

法
も
異
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
確

認
し
ま
し
ょ
う
。

　
法
定
福
利
費
と
は
、
法
律
で
決
め
ら
れ
て

い
る
福
利
に
支
払
う
費
用
の
こ
と
。
た
と
え

ば
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
保
険
、
介
護
保
険

と
い
っ
た
社
会
保
険
料
の
ほ
か
、
雇
用
保
険
、

労
災
保
険
と
い
っ
た
労
働
保
険
料
が
該
当
し

ま
す
。（
詳
細
は
後
述
し
ま
す
）

　
こ
れ
ら
の
保
険
料
で
、
企
業
が
負
担
し
て

い
る
一
部
も
し
く
は
全
額
費
用
に
つ
い
て
は

法
定
福
利
費
と
し
て
計
上
で
き
、
い
ず
れ
も

非
課
税
と
な
り
ま
す
。

　
福
利
厚
生
費
（
法
定
外
福
利
費
）
と
は
、

「
法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
福
利
厚

生
に
か
か
る
費
用
」
の
こ
と
。

た
と
え
ば
住
宅
手
当
や
家
賃
補
助
、
健
康
診

断
の
費
用
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
か
か
る

費
用
の
よ
う
に
、
企
業
が
独
自
に
設
定
し
た

の会計処理＆税務が
わかるセミナー

税理士
永井智子

社会保険料を預かったとき・納付したときの仕訳から損金にならないケースまで

２０２１年3月号のオススメ記事 ❸

法定福利費は従業員の福利厚生のために法律で定められた額を支出する費用のことです。具
体的には社会保険（健康保険と厚生年金保険）や労働保険（雇用保険や労災保険）などが含まれ
ます。ご存じのように「健康保険料」「厚生年金保険料」等は会社と従業員の双方で折半し、負担
しますが、従業員の給与から社会保険料を控除したとき、会社負担分と合わせて納付したとき等
の仕訳はどうするのが正しいでしょうか。また、社会保険料の会社負担分が損金にならないケー
スはあるのでしょうか。ここでは法定福利費の会計処理と税務についておさらいします。

社会保険料を預かったとき・納付したときの仕訳から損金にならないケースまで
「法定福利費」の会計処理＆税務がわかるセミナー

◎この記事で理解できること…法定福利費と福利厚生費はどう違うのか／給与支払い時に預かった社会
保険料の会計処理／社会保険料を納付したときの会計処理／労働保険の概算保険料を納付したときの
会計処理／社会保険料を支払った際に全額を法定福利費として計上する方法／社会保険料の会社負担
分が損金にならないケース　ほか



「月刊経理ウーマン」の最大の特長は「難しい専門知識をビギナーの実務
担当者にも理解できるように解説している」ところにあります。執筆者の先
生のなかには、やたらに難解な表現で原稿を書いてくる方もいるのですが、
当然、そのまま掲載することはしません。何度も書き直しをお願いして、これ
なら「月刊経理ウーマン」に掲載してもＯＫという内容にならない限り記事を
掲載しません。そんな「月刊経理ウーマン」ですが、ほかにも以下のようなオ
ススメポイントがあります。

経理税務だけでなく
社会保険・総務・人事関連の企画も
豊富に掲載しています！
本誌は中小企業の経理担当者を意識して企画編集して
います。皆さんもご存知のとおり中小企業の経理担当者
は、経理の仕事だけをやっている
わけではありません。多くの場合、
社会保険事務から給与計算、
採用関係、場合によっては登記手
続きまで幅広い仕事をこなしてい
ます。本誌では、経理税務だけで
なく社会保険や労務関係、そして
ビジネスマナーまで幅広く記事を
掲載しています。

冒頭の連載記事「今月の事務」では、
毎月の法定事務や
税制改正情報などを掲載しています！
本誌の巻頭には、連載企画として「今月の事務」が掲載
されています。本連載では税理士と社会保険労務士が
毎月の法定事務や、その他気
をつけたい事務手続きにつ
いて分かりやすく解説してい
ます。また、そのときどきで押
さえておきたい法改正情報も、
その都度取り上げてご紹介し
ています。毎月の事務の指針
としてご活用ください。

毎年12月号には別冊付録として
「年末調整まるかじり」が付いています！
経理担当者にとって最大の“イベント”が年末調整です。
令和２年の年末調整では給与所得控除の引下げ等の
変更がありました。また、扶養控除申告書の様式が変更
されています。経理担当者としては、記入・計算ミスが
ないよう注意が必要です。さらに
年末調整手続きの電子化もス
タートしています。本誌12月号の
付録「年末調整まるかじり」では、
年末調整の基本知識からその年
の改正ポイントまでをビギナーに
も分かるようにレクチャーします。
ぜひお役立てください。

お堅いだけの雑誌ではありません。
楽しく読める記事も掲載しています！
経理や税務の雑誌というとお堅いイメージがあります
よね。でも「月刊経理ウーマン」は違います！ 有名人に
お金にまつわるエピソードや信念などを語ってもらう
「わたしの金銭哲学」は、本誌独自のインタビュー記事
です。３月号ではお笑いタレント
の小島よしおさんが登場。
ほかにも、映画情報や書籍情報
などを掲載。また巻末の投稿欄
「経理ウーマンの井戸端会議室」
も同じ経理担当の立場として
共感できる内容になっています。

「月刊経理ウーマン」の
　　ここがオススメです!!
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不
動
産
登
記
簿
に
は
、
そ
の
不
動
産
（
土

地
や
建
物
）
の
情
報
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い

ま
す
。
ど
こ
に
ど
ん
な
不
動
産
が
あ
り
、
そ

れ
が
誰
の
も
の
な
の
か
、
抵
当
権
は
設
定
さ

れ
て
い
る
の
か
…
…
。
そ
う
し
た
情
報
は
不

動
産
売
買
の
と
き
だ
け
で
な
く
、
新
規
取
引

先
の
信
用
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
も
必
要

と
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
専
門
家
が
「
不
動

産
登
記
簿
謄
本
」
の
読
み
方
を
分
か
り
や
す

く
レ
ク
チ
ャ
ー
し
ま
す
。

近
所
の
法
務
局
で
日
本
全
国
ど
こ
の

登
記
簿
謄
本
で
も
取
得
で
き
る

　不
動
産
の
登
記
簿
は
昔
、
紙
の
バ
イ
ン
ダ

ー
で
保
管
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
紙
を
法
務
局

が
コ
ピ
ー
を
し
て
認
証
し
た
も
の
を
登
記
簿

謄
本
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
現
在
で

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
に
よ
っ
て
登
記
簿

も
紙
で
は
な
く
デ
ー
タ
で
保
存
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
発
行
さ
れ
る
証
明
書
は
「
登
記
事

司法書士・行政書士　吉田隼哉

「不動産登記簿謄本」 の  読み方

入手の方法から

登記内容の

チェックポイント

まで

どこよりも分かりやすい

経理WOMAN　2019年 8 月号 76

健
康
保
険
と
合
わ
せ
て
保
険
料
が
徴
収
さ
れ

る
た
め
「
健
康
保
険
」
と
同
じ
括
り
で
扱
わ

れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

　こ
こ
で
は
、
狭
義
の
社
会
保
険
に
つ
い
て
、

迷
い
や
す
い
手
続
き
を
Ｑ
＆
Ａ
で
説
明
し
て

い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

　な
お
、
社
会
保
険
が
適
用
さ
れ
る
事
業
所

で
す
が
、
法
人
事
業
所
（
株
式
会
社
等
）
の

場
合
は
業
種
や
従
業
員
の
人
数
に
関
係
な
く
、

す
べ
て
の
事
業
所
が
強
制
適
用
事
業
所
と
な

り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
従
業
員
を
雇
用
し
て

　
社
員
を
採
用
し
た
ら
社
会
保
険
に
加
入
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
加
入
の
た
め
の
手

続
き
や
毎
月
の
保
険
料
の
徴
収
に
つ
い
て

は
、
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
知
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
た
だ
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
ケ
ー
ス
が
出
て

く
る
と
、
そ
の
取
扱
い
に
迷
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
ア
ル
バ
イ

ト
を
採
用
し
た
り
、
外
国
人
を
雇
用
し
た
と

き
は
、
社
会
保
険
の
取
扱
い
は
ど
う
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。
知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な

い
「
社
会
保
険
の
手
続
き
」
を
解
説
し
ま
す
。

　社
会
保
険
と
は
、「
健
康
保
険
」「
厚
生
年

金
保
険
」「
介
護
保
険
」「
労
災
保
険
」「
雇

用
保
険
」
の
総
称
で
、
働
く
人
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
た
め
の
公
的
保
険
制
度
で
す
。
一
般
的

に
「
社
会
保
険
」
と
い
う
言
葉
は
、
狭
義
の

意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
場

合
、「
健
康
保
険
」「
厚
生
年
金
保
険
」
を
指

し
ま
す
。

　「労
災
保
険
」「
雇
用
保
険
」
は
「
労
働
保

険
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、「
介
護

保
険
」
は
40
歳
以
上
の
従
業
員
が
対
象
で
、

「
社
会
保
険
の
手
続
き
」

教
え
ま
す

知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い

パートタイム・
アルバイトの加入から
60歳再雇用者の
手続きまで

特
定
社
会
保
険
労
務
士

　城
田
め
ぐ
み
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　大
ブ
レ
イ
ク
を
果
た
し
て
以
降
、「
一
発
屋
」「
来
年

消
え
る
と
思
う
お
笑
い
芸
人
」
な
ど
と
評
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
は
じ
め
は
や
っ
ぱ
り
嫌
で
し
た
よ
。
で
も
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
シ
ン
キ
ン
グ
で
ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス
に
変
え
る

の
が
僕
。
一
発
屋
を
逆
手
に
取
っ
て
自
虐
ネ
タ
を
や
り

続
け
て
き
た
こ
と
で
消
え
ず
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
昨

年
に
はY

ouT
ube

で
「
お
っ
ぱ
っ
ぴ
ー
小
学
校
」
を

開
校
、
嬉
し
い
こ
と
に
よ
し
お
先
生
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授

業
が
子
供
た
ち
に
人
気
な
ん
で
す
。
他
の
一
発
屋
芸
人

さ
ん
た
ち
と
切
磋
琢
磨
し
な
が
ら
、
雑
草
の
よ
う
に
し

ぶ
と
く
逞
し
く
生
き
残
っ
て
み
せ
ま
す
よ
！

チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
旺
盛
な
父
と

楽
天
的
な
母
が
全
て
の
土
台

　生
ま
れ
は
沖
縄
県
久
米
島
。
小
学
校
の
頃
に
千
葉
県

に
移
り
住
み
ま
し
た
。
プ
ロ
野
球
選
手
を
夢
見
る
ほ
ど

の
野
球
少
年
で
、
学
校
で
は
と
に
か
く
目
立
ち
た
が
り

屋
。
親
父
は
現
在
語
学
学
校
を
経
営
し
て
い
ま
す
が
、

僕
が
子
供
の
頃
は
政
治
家
で
民
社
党
本
部
に
所
属
し
、

難
民
・
難
病
支
援
な
ど
の
活
動
を
し
て
い
ま
し
た
。
国

政
選
挙
や
県
議
選
に
も
何
度
も
立
候
補
し
て
い
た
の
で

す
が
す
べ
て
落
選
。
そ
れ
で
も
一
切
弱
音
を
は
か
ず
チ

小島よしお
●こじま　よしお
1976年5月20日生まれ。徳島県出身。鳴門工業高
校から帝京大学に入学。4試合連続本塁打のリー
グ記録、ベストナイン3回。98年のドラフト2位
で千葉ロッテマリーンズに入団。2005年、10年
には日本一を2度経験。2006年のWBCでは正捕
手として日本を世界一に導き、ベストナインに
も選出された。2014年に現役引退し、同年9月よ
り、ビックリマン終身名誉PR大使に就任。2015
年1月より、千葉ロッテマリーンズのスペシャル
アドバイザーに就任し現在に至る。テレビ朝日
「グッドモーニング」毎週火曜レギュラー、TBS
「S☆1」解説者として出演の他、テレビ・ラジオ
に多数出演。著書多数。歯に衣着せぬ物言いで
人気のYouTube「Satozaki Channel」は40万
人以上の登録者数を誇る。

ャ
レ
ン
ジ
し
続
け
る
親
父
を
か
っ
こ
い
い
と
思
っ
て
い

ま
し
た
ね
。
政
治
や
経
済
、
経
営
や
お
金
の
仕
組
み
な

ど
を
子
供
の
僕
に
一
所
懸
命
説
明
し
た
り
し
て
。
話
半

分
で
し
た
が
、
何
と
な
く
は
感
じ
取
っ
て
い
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
暮
ら
し
は
決
し
て
楽
で
は
な
く
て
、
母
が

ウ
コ
ン
や
珈
琲
豆
を
売
っ
て
何
と
か
家
計
を
助
け
て
い

ま
し
た
。
そ
ん
な
厳
し
い
状
況
の
中
で
も
、
僕
が
興
味

を
持
っ
た
習
い
事
は
母
が
何
で
も
や
ら
せ
て
く
れ
た
の

は
、
今
思
う
と
本
当
に
あ
り
が
た
い
で
す
。

　母
が
沖
縄
料
理
屋
を
始
め
た
の
は
僕
が
高
校
三
年
生

の
時
。
親
父
が
政
党
か
ら
離
れ
無
収
入
状
態
が
続
き
、

家
計
が
か
な
り
逼
迫
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
人
を
雇
う

お
金
も
な
い
か
ら
僕
が
店
を
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
。
常

連
さ
ん
か
ら
も
可
愛
が
っ
て
も
ら
っ
て
、
な
ぜ
か
誕
生

日
に
海
パ
ン
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
。

こ
の
時
は
、
こ
れ
が
の
ち
の
僕
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
に

な
る
な
ん
て
思
い
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
け
ど
。

　い
つ
も
笑
顔
で
楽
天
的
な
母
で
し
た
が
、
兄
を
大
学

に
通
わ
せ
な
が
ら
僕
に
も
大
学
進
学
を
す
す
め
て
い
た

の
で
、
金
銭
的
な
苦
労
や
不
安
は
か
な
り
あ
っ
た
は
ず
。

い
つ
か
恩
返
し
し
よ
う
と
思
っ
た
も
の
で
す
。

　予
備
校
に
通
う
費
用
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
参
考
書

を
買
っ
て
独
学
で
乗
り
切
り
、
早
稲
田
大
学
教
育
学
部

に
合
格
し
ま
し
た
。
入
学
後
に
所
属
し
た
の
は
「
Ｗ
Ａ

Ｇ
Ｅ
」
と
い
う
コ
ン
ト
グ
ル
ー
プ
。
単
独
ラ
イ
ブ
を
よ

く
開
催
し
て
い
て
、
僕
が
チ
ケ
ッ
ト
売
り
担
当
に
な
っ

た
の
は
い
い
の
で
す
が
、
チ
ケ
ッ
ト
を
さ
ば
く
た
め
値

下
げ
し
て
売
っ
て
い
た
ら
す
ご
く
さ
ば
け
ち
ゃ
っ
て
。

値
下
げ
分
の
差
額
を
払
う
た
め
消
費
者
金
融
の
借
金
を

重
ね
る
よ
う
に
な
り
、
総
額
は
70
万
円
ほ
ど
に
膨
れ
上

が
り
ま
し
た
。
借
金
は
の
ち
に
一
気
に
返
し
ま
し
た
け

ど
。
Ｗ
Ａ
Ｇ
Ｅ
は
芸
能
事
務
所
に
ス
カ
ウ
ト
さ
れ
て
芸

能
活
動
も
し
て
い
た
の
で
す
が
、
大
学
卒
業
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
事
務
所
の
契
約
が
切
れ
、
グ
ル
ー
プ
も
解
散
。

就
職
活
動
も
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
完
全
に
フ
リ
ー
タ

ー
状
態
で
す
。
そ
れ
で
も
芸
人
を
諦
め
き
れ
ず
、
ピ
ン

芸
人
と
し
て
生
き
て
い
く
道
を
選
び
ま
し
た
。

最
高
月
収
は
１
２
０
０
万
円
！

　そ
の
後
縁
あ
っ
て
現
在
の
事
務
所
に
所
属
す
る
こ
と

に
な
っ
た
も
の
の
す
ぐ
に
仕
事
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、

芸
人
と
し
て
の
稼
ぎ
は
月
１
万
円
い
か
な
い
く
ら
い
。

ボ
ウ
リ
ン
グ
場
の
ア
ル
バ
イ
ト
代
約
10
万
円
で
生
活
費

　　　　

日 月 火 水 木 金 土

仏滅 大安

仏滅 大安

仏滅 大安

仏滅 大安

仏滅

大安

事務チェックポイント

執筆担当者

★

★
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千葉知事選
投開票
自民党大会

春の全国火
災予防運動
（～7日）
改正会社法
施行

ひな祭り 啓蟄
中国全国人
民代表大会
開幕

国際婦人デ
ー 奈良東大寺

二月堂お水
取り

奈良春日大
社祭

所得税確定
申告期限 彼岸入り

春分の日

大相撲3月
場所初日

フィギアス
ケート世界
選手権（ス
トックホル
ム/～28日）

彼岸明け バンコク国
際モーター
ショー（～
4/4日）

東京五輪聖
火リレース
タート

プ ロ 野 球
セ・パ同時
開幕

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
は
依
然
と

し
て
終
息
の
兆
し
を
見
せ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
影

響
で
２
０
２
０
年
度
の
実
質
経
済
成
長
率
は
政
府

見
通
し
で
前
年
度
比
マ
イ
ナ
ス
５
・
２
％
と
な
る

見
込
み
で
す
。
こ
う
し
た
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
経
済

の
落
ち
込
み
は
、
一
方
で
「
格
差
の
拡
大
」
と
い

う
深
刻
な
問
題
を
生
ん
で
い
ま
す
。
厚
生
労
働
省

の
調
査
に
よ
る
と
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
で
解
雇
さ
れ
た
り
雇
い
止
め
に
さ
れ
た
就

労
者
の
数
は
、
去
年
１
月
末
か
ら
今
年
１
月
６
日

ま
で
で
８
万
人
を
超
え
て
い
ま
す
。
こ
の
数
字
は

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
相
談
件
数
か
ら
類
推
し
た
数
字

の
た
め
、
氷
山
の
一
角
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　さ
ら
に
問
題
な
の
は
失
業
者
の
多
く
が
低
所
得

者
層
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
後
、
企
業
の
求
人

活
動
の
抑
制
が
続
け
ば
、
コ
ロ
ナ
禍
で
生
じ
た
所

得
格
差
が
拡
大
・
固
定
化
す
る
懸
念
が
あ
り
ま
す
。

格
差
の
拡
大
は
社
会
の
活
力
を
奪
い
、
安
定
を
揺

る
が
し
か
ね
ま
せ
ん
。
早
急
に
社
会
保
障
給
付
制

度
の
整
備
等
、
救
済
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
。 

（
編
集
長
）

法定・社内事務

毎月の経理、税務、社会保険、総務関係の手続きをカレンダーで紹介します。詳しい実務については、10ページ以降をご参照ください。

【経理・税務】 税理士　小林俊道【社会保険・労務】 特定社会保険労務士　岩瀬孝嗣

東日本大震
災から10年

＊日程は変更になる場合があります。

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

２月分の特別徴収税額、源泉徴収税額の納付期限です。
２月分の社会保険料、子ども・子育て拠出金の納付期限です。○ 令和２年分の所得税・贈与税の確定申告の申告期限は３月15日（月）ま
でです。

○ 定期昇給、ベアの検討が必要です。○ 新入社員の受入れ体制を整えましょう。

月の事務チェックカレンダー
月の事務チェックカレンダー

MARCH３
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自民党大会

春の全国火
災予防運動
（～7日）
改正会社法
施行

ひな祭り 啓蟄
中国全国人
民代表大会
開幕

国際婦人デ
ー

奈良東大寺
二月堂お水
取り

奈良春日大
社祭

所得税確定
申告期限

彼岸入り 春分の日大相撲3月
場所初日

フィギアス
ケート世界
選手権（ス
トックホル
ム/～28日）

彼岸明け バンコク国
際モーター
ショー（～
4/4日）

東京五輪聖
火リレース
タート

プ ロ 野 球
セ・パ同時
開幕

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
は
依
然
と

し
て
終
息
の
兆
し
を
見
せ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
影

響
で
２
０
２
０
年
度
の
実
質
経
済
成
長
率
は
政
府

見
通
し
で
前
年
度
比
マ
イ
ナ
ス
５
・
２
％
と
な
る

見
込
み
で
す
。
こ
う
し
た
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
経
済

の
落
ち
込
み
は
、
一
方
で
「
格
差
の
拡
大
」
と
い

う
深
刻
な
問
題
を
生
ん
で
い
ま
す
。
厚
生
労
働
省

の
調
査
に
よ
る
と
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
で
解
雇
さ
れ
た
り
雇
い
止
め
に
さ
れ
た
就

労
者
の
数
は
、
去
年
１
月
末
か
ら
今
年
１
月
６
日

ま
で
で
８
万
人
を
超
え
て
い
ま
す
。
こ
の
数
字
は

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
相
談
件
数
か
ら
類
推
し
た
数
字

の
た
め
、
氷
山
の
一
角
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　さ
ら
に
問
題
な
の
は
失
業
者
の
多
く
が
低
所
得

者
層
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
後
、
企
業
の
求
人

活
動
の
抑
制
が
続
け
ば
、
コ
ロ
ナ
禍
で
生
じ
た
所

得
格
差
が
拡
大
・
固
定
化
す
る
懸
念
が
あ
り
ま
す
。

格
差
の
拡
大
は
社
会
の
活
力
を
奪
い
、
安
定
を
揺

る
が
し
か
ね
ま
せ
ん
。
早
急
に
社
会
保
障
給
付
制

度
の
整
備
等
、
救
済
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
。 

（
編
集
長
）

法定・社内事務

毎月の経理、税務、社会保険、総務関
係の手続きをカレンダーで紹介しま
す。詳しい実務については、10ページ
以降をご参照ください。

【経理・税務】
 税理士　小林俊道
【社会保険・労務】
 特定社会保険労務士　岩瀬孝嗣

東日本大震
災から10年

＊日程は変更になる場合があります。

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27 ２月分の特別徴収税額、源泉徴収税額の納付期限です。

２月分の社会保険料、子ども・子育て拠出金の納付期限です。

○ 令和２年分の所得税・贈与税の確定申告の申告期限は３月15日（月）ま
でです。

○ 定期昇給、ベアの検討が必要です。
○ 新入社員の受入れ体制を整えましょう。

月の事務チェックカレンダー月の事務チェックカレンダー

MARCH３

編集部には、
毎月、読者の皆さんからの
熱いメッセージが届きます。本誌に対する感想や「あの記事が役に立った」

「こんな企画を取り上げて」といった内容も多く、
読者の皆さんには感謝あるのみです！！　
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株式会社研修出版の創業は平成元年。設立から３３年が経過します。
創業以来、実務書の出版社として「仕事に役立つ情報をどこよりも
分かりやすく発信し、広く社会に貢献する」ことをポリシーとしてき
ました。今回ご紹介する「月刊経理ウーマン」は１９９６年の創刊です。
「難しい実務知識を、難しく解説するのは誰でもできる」「難しい実務
知識を、どこよりも分かりやすく解説するのが本誌の務め」というのが
創刊以来の編集ポリシーです。編集スタッフの合言葉は「営々黙々
花が咲こうと咲くまいと」。これからも皆さまのお役に立てる雑誌作りに
邁進していきます！

経理・税務の知識を身に付けたい人には絶対オススメの月刊誌。
はじめまして。税理士の伊藤俊一です。「月刊経理ウーマン」さんとの付き合いは、編集部から原稿依頼を受けた6年前にスタートしました。
そのときは「雇用促進税制」について執筆を依頼されたのですが、編集の方の依頼内容がとても細かくてびっくりしたのを覚えています。
私は他の税務関係の雑誌にもときどき記事を執筆しているのですが、だいたいは執筆依頼書を送ってきて、そこに
書かれている項目に沿って執筆すればＯＫで、とくに細かく注文されることはありません。税務の記事は難解なのが
当然という意識もあるのかもしれません。しかし、「月刊経理ウーマン」さんの場合は編集者の方が事務所まで来ら
れて、雑誌のコンセプトや想定している読者対象などについて詳しく説明され、「難しい表現は避けてください。ビギ
ナー経理にも理解できるように解説してください」と念を押されました。そして出来上がった原稿についても「ここが
分かりにくいので書き直しを…」とゲラ刷りの段階でのやりとりが何度も続きました。面倒だなあ…という気持ちの
反面、読者のことをとても大切にしている雑誌だなあと好感を持ちました。それ以来、本誌では「相続税法の改正」
や「税務調査関連」の原稿を執筆しましたが、編集部に鍛えられて（笑）、文章力も身に付いたように思います。経
理・税務の知識を分かりやすく解説してくれる書籍を探していらっしゃる方には絶対オススメの月刊誌です。 税理士 伊藤俊一

幅広い実務知識を勉強できる良質の月刊誌。
「月刊経理ウーマン」さんには何度か記事を書かせていただいています。最初は社会保険の手続きについて解説し
たと思いますが、「経理」の専門誌なのに社会保険の記事を掲載するの？と疑問に思ったものです。その疑問も、最初
に編集者の方と打ち合わせをして説明を受けたことで納得しました。その女性編集者の説明は以下のとおりでした。
本誌は中小企業の初級の経理担当者を対象にしていること。中小企業では多くの場合、大企業のように経理部門が
独立しているわけではないこと。経理といっても人事・総務的な仕事や採用関連まで幅広く担当しているケースが
多いこと……。たしかにいただいた本誌に目を通してみると経理や税務の記事だけでなく、社会保険から採用関連、
取締役議事録の作成方法、登記簿謄本の読み方まで、内容がじつに幅広い。なるほど、これならオールラウンドプ
レーヤー的な立場の中小企業の実務担当者にはぴったりだなあと得心しました。本誌で幅広い実務の基本知識を
身に付けて、もっと専門的に知りたい、深い知識を身に付けたいという場合は、顧問税理士や社会保険労務士の先
生にアドバイスを受ければよいのではないでしょうか。幅広い実務知識を勉強できる良質の月刊誌だと思います。

社会保険労務士
笹島敏邦

私にとってはかけがえのない愛読誌です。
経理歴10年以上になりますが、毎月の仕事にいつも参考にさせていただいています。経理課に配属された当初から
購読していますが、最新の税制に関する情報から、初心者向けの記事まで、内容が多岐にわたって分かりやすく解
説されているので、とても読みやすく理解しやすいです。とくに「仕訳ワンポイントレッスン」や「初心者Ｅ子の実務レッ
スン講座」は、日頃当たり前に行なっている業務を改めて考える機会になり、毎回新たな発見があります。また、本誌の
冒頭の連載企画である「今月の事務チェックポイント」は、毎月雑誌が届くとまず最初に目を通す記事です。というのも
当月にやるべき経理・税務・社会保険・労務の法定事務の内容や手続きの仕方が分かりやすく解説されているか
らです。「経理ウーマン」と女性向けのタイトルですが、部署内で回覧し男性も読んでいます。その他、映画の紹介（今
月のシネマ　決めうちこの１本）や書籍紹介（お気に入りのこの１冊）、読者投稿（経理ウーマンの井戸端会議室）など
も息抜きにぴったりです。経理スキルの浅かった私にとって、現在はかけがえのない愛読誌となっています。 株式会社北川商事 経理課

清田　寧

研修出版はこんな会社です!
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【修正日】 2021/01/07_14:12　       【出力日】 2021/01/07_15:14



お申込者ご住所

ご自宅・ご勤務先 ※どちらかに○印をお付けください。

＊ご希望の号に□印をお付けください。１部980円（税・送料込）です。
＊詳細や他の号の内容はホームページでご確認いただけます。

受付時間：10時～15時（祝日を除く月曜～金曜）

会社名・部署名

キ
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線
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だ
さ
い
）

安心１　お支払いは月刊誌が届いてからの後払いです。　
安心２　中途解約も可能です。
　　　　その場合は精算のうえ、ご返金申し上げます。

□１年（12冊)・・・・・・・・・・　11,100円（税・送料込／１冊当たり925円）
□２年（24冊)・・・・・・・・・・　19,980円（税・送料込／１冊当たり833円）
□３年（36冊)・・・・・・・・・・　25,600円（税・送料込／１冊当たり712円）

□ 2020年2月号
「月次決算」の実務に
強くなるＱ＆Ａ

□ 2020年3月号
「損益分岐点」に強くなる
３時間講座

□ 2020年6月号
「新型コロナウイルス感染症」
中小企業への助成金＆
資金繰り支援の利用心得

□ 2020年5月号
「会社を危うくする財務の
勘違い」９のケーススタディ

□ 2020年7月号
会社の「手元資金」をぐんと
増やすための１０の着眼点

□ 2020年8月号
「交際費の税務」がすらすら
理解できる３時間セミナー

□ 2020年9月号
中小企業のための
得する「リスケ」の進め方

□ 2020年10月号
コロナ禍で拡充された
「助成金・補助金」
フル活用マニュアル

□ 2020年11月号
「withコロナ」時代の
労務管理―中小企業は
ここを見直そう！！

□ 2020年12月号
「電子帳簿保存」のことが
スラスラ理解できるＱ＆Ａ

□ 2021年1月号
「役員退職金」を上手に
活用する法教えます

□ 2021年2月号
これで万全！！　
「決算準備」のことが
まるごと分かるセミナー


